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ラ
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提
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し
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装
備
品
及
び
物
品
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
受
け
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
に

基
づ
き
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
閣
議
決
定
）
の
範
囲
内
で
非
殺
傷
の
物
資
を
提
供
す
る
べ
く
、
令

和
四
年
三
月
か
ら
、
防
弾
チ
ョ
ッ
キ
、
鉄
帽
（
ヘ
ル
メ
ッ
ト
）
、
防
寒
服
、
天
幕
、
カ
メ
ラ
、
衛
生
資
材
・
医
療
用
資
器
材
、

非
常
用
糧
食
、
双
眼
鏡
、
照
明
器
具
、
個
人
装
具
、
防
護
マ
ス
ク
、
防
護
衣
、
小
型
の
ド
ロ
ー
ン
を
自
衛
隊
機
等
に
よ
り
輸
送

し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
へ
の
提
供
を
実
施
し
た
。 

 

令
和
四
年
三
月
八
日
に
東
京
に
お
い
て
、
林
芳
正
外
務
大
臣
と
セ
ル
ギ
ー
・
コ
ル
ス
ン
ス
キ
ー
駐
日
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
と
の

間
で
、
自
衛
隊
の
装
備
品
及
び
物
品
の
贈
与
に
関
す
る
交
換
公
文
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
交
換
公
文
は
、
我
が
国
か
ら

贈
与
さ
れ
た
装
備
品
及
び
物
品
が
、
目
的
外
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
、
第
三
者
移
転
す
る
場
合
に
は
我
が
国
の
事
前
同

意
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
移
転
後
の
適
正
な
管
理
を
確
保
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

輸
送
さ
れ
た
防
弾
チ
ョ
ッ
キ
等
は
既
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
に
引
き
渡
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
引
き
渡
さ
れ
た
装
備
品
及

び
物
品
が
、
１
．
目
的
外
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
２
．
第
三
者
移
転
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
３
．
輸
送
後
の
適
切
な
管

理
の
確
保
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
確
認
を
と
っ
て
い
る
の
か
。 
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右
質
問
す
る
。 


